
な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 へ の 移 住 ・ 定 住 の 促 進 及 び 関 係 人 口 の 創 出 ・ 拡

大 を 図 る た め 、 本 市 へ の 移 住 又 は 本 市 と の 継 続 的 な 関 係 づ く り を 検 討 す

る た め に お 試 し 暮 ら し を 行 う 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 な が さ

き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。） を 交 付 す

る こ と に つ い て 、 長 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ６ ３ 年 長 崎 市 規 則 第 ２

１ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  お 試 し 暮 ら し  本 市 へ の 移 住 又 は 本 市 と の 継 続 的 な 関 係 づ く り の 検

討 を 目 的 と し て 、 本 市 に 滞 在 す る こ と を い う 。  

⑵  居 住 地  住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） の 規 定 に 基 づ

く 住 民 票 上 に お け る 住 所 を い う 。  

⑶  同 一 世 帯  住 民 基 本 台 帳 法 の 規 定 に 基 づ く 住 民 票 上 に お け る 同 一 の

世 帯 を い う 。 

⑷  二 地 域 居 住  居 住 地 と 本 市 内 に そ れ ぞ れ 生 活 拠 点 を 持 ち 生 活 す る こ

と を い う 。 

⑸  副 業  長 崎 県 内 で 本 業 と は 別 に 収 入 を 得 る こ と を 目 的 に 行 う 仕 事 の

こ と を い う 。 

⑹  創 業  長 崎 県 内 で 個 人 事 業 の 開 業 又 は 法 人 の 設 立 を 行 う こ と を い う 。  



⑺  事 業 承 継  長 崎 県 内 の 事 業 者 か ら 事 業 承 継 し 、 新 た に そ の 事 業 者 の

代 表 と な る こ と を い う 。  

⑻  事 業 所 の 移 転  事 業 を 行 う 個 人 が 転 入 し 、 か つ 、 長 崎 県 内 に 事 業 所

の 異 動 の 届 出 を 行 う こ と 又 は 法 人 の 代 表 者 が 転 入 し 、 か つ 、 当 該 法 人

の 本 店 を 長 崎 県 外 か ら 長 崎 県 内 へ 異 動 の 届 出 を 行 う こ と を い う 。  

⑼  テ レ ワ ー ク  情 報 通 信 技 術 を 活 用 し 、 事 業 所 以 外 の 場 所 で 働 く こ と

を い う 。 

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。） は 、

本 市 内 で 連 続 し て ６ 日 以 上 お 試 し 暮 ら し を 行 う 者 で 、 第 １ 号 に 規 定 す る

要 件 を 満 た し 、 か つ 、 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 要 件 の い ず れ か を 満

た す も の と す る 。  

⑴  次 の 要 件 を 全 て 満 た す 者 で あ る こ と 。  

ア  補 助 金 の 申 請 日 に お い て 長 崎 県 外 に 居 住 し て い る こ と 。  

イ  補 助 金 の 申 請 前 に 本 市 へ 移 住 に 係 る 相 談 を 行 い 、 本 市 に 滞 在 中 に

な が さ き 移 住 ウ ェ ル カ ム プ ラ ザ （ な が さ き 移 住 ウ ェ ル カ ム プ ラ ザ 規

程 （ 平 成 ３ １ 年 長 崎 市 訓 令 第 ５ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る な が さ き 移 住

ウ ェ ル カ ム プ ラ ザ を い う 。 以 下 同 じ 。） の 職 員 と 面 談 を 行 う こ と 。 

ウ  観 光 、 転 勤 、 出 張 、 出 向 、 研 修 等 に よ る 滞 在 で な い こ と 。  

エ  お 試 し 暮 ら し の 実 施 後 に 、 市 が 実 施 す る ア ン ケ ー ト 調 査 に 協 力 す

る 意 思 が あ る こ と 。  

⑵  本 市 へ の 移 住 を 検 討 す る た め に 、 本 市 滞 在 中 に 次 の い ず れ か の 活 動

を 行 う 者 で あ る こ と 。  

ア  移 住 に 向 け て 市 内 の 生 活 環 境 を 確 認 す る こ と 。  

イ  移 住 に 向 け て 就 業 、 テ レ ワ ー ク 、 副 業 、 創 業 、 事 業 承 継 又 は 事 業



所 の 移 転 の 準 備 を 行 う こ と 。  

ウ  移 住 に 向 け て 生 活 拠 点 を 探 す こ と 。 

エ  移 住 に 関 す る 相 談 を な が さ き 移 住 ウ ェ ル カ ム プ ラ ザ 又 は 長 崎 県 の 

移 住 相 談 窓 口 で 行 う こ と 。 

⑶  本 市 と の 継 続 的 な 関 係 づ く り を 検 討 す る た め に 、 本 市 滞 在 中 に 次 の

い ず れ か の 活 動 を 行 う 者 で あ る こ と 。 

ア  市 内 の 生 活 環 境 を 確 認 す る こ と 。  

イ  本 市 で の テ レ ワ ー ク 環 境 の 確 認 、 副 業 、 創 業 又 は 事 業 承 継 に 向 け

た 準 備 を 行 う こ と 。  

ウ  二 地 域 居 住 の た め の 生 活 拠 点 を 探 す こ と 。 

エ  市 内 の 住 民 、 団 体 又 は 事 業 者 と 交 流 す る こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。  

） は 、 別 表 に 掲 げ る 経 費 と す る 。  

２  本 市 で の お 試 し 暮 ら し の 期 間 が 連 続 し て ３ １ 泊 以 上 と な る 場 合 は 、 ３

０ 泊 分 を 限 度 と し て ３ ０ 泊 の 滞 在 に 要 し た 経 費 を 補 助 の 対 象 と す る 。 

３  お 試 し 暮 ら し の 期 間 が 年 度 を ま た ぐ 場 合 は 、 当 該 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 で

事 業 が 完 了 し た も の と し 、 同 日 ま で に 要 し た 経 費 を 補 助 の 対 象 と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に

1 , ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 た

だ し 、 補 助 金 の 額 の 上 限 は 、 ６ 泊 の 滞 在 で ３1, ０ ０ ０ 円 と し 、 以 降 、 １

泊 に つ き1, ５ ０ ０ 円 を 加 算 す る も の と し 、 ３ ０ 泊 の 滞 在 で ９1, ０ ０ ０ 円

と す る 。 

（ 交 付 の 申 請 ）  



第 ６ 条  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 期 日 は 、 補 助 金 の 交 付 の 申 請 を す る 日 の 属 す

る 年 度 の ２ 月 末 日 と す る 。  

２  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 申 請 は 、 規 則 第 ３ 条 第 １

項 の 補 助 金 等 交 付 申 請 書 に 代 え て 、 な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補

助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 用 い る も の と す る 。  

３  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 事 業 計 画 書 及 び 第 ２ 号 の 収 支 予 算 書 は 、 な

が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 活 動 計 画 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 用 い

る も の と す る 。  

４  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 市 長 が 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 は 、 次 の と

お り と す る 。 

⑴  申 請 者 の 住 民 票 謄 本  

⑵  申 請 者 の 写 真 付 き 身 分 証 明 書 の 写 し  

⑶  補 助 対 象 経 費 が 確 認 で き る 書 類 の 写 し 

５  規 則 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 の 添 付 

書 類 は 省 略 さ せ る も の と す る 。 

６  補 助 金 の 申 請 に つ い て は 、 同 一 世 帯 に お い て １ 回 限 り と す る 。  

（ 交 付 の 条 件 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ５ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 は 、 補 助 対 象 

事 業 に 係 る 収 支 を 明 ら か に し た 帳 票 又 は 帳 簿 及 び 関 係 書 類 を 備 え 、 当 該

補 助 対 象 事 業 を 行 っ た 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 保 存 す る も の と す る 。 

（ 交 付 及 び 不 交 付 の 決 定 ）  

第 ８ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 通 知 は 、 規 則

第 ６ 条 第 １ 項 の 補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書 に 代 え て 、 補 助 金 等 交 付 決 定 通

知 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 用 い る も の と す る 。  

２  規 則 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 補 助 金 を 交 付 す る こ と が 不 適 当 と 認 め た



と き の 通 知 は 、 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） を 用 い る も の と

す る 。 

（ 申 請 内 容 の 変 更 ） 

第 ９ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 交 付 申 請 の 内 容 変 更 の 承 認 の

申 請 は 、 規 則 第 ５ 条 第 ３ 項 の 補 助 事 業 等 変 更 中 止1 廃 止1 承 認 申 請 書 に

代 え て 、 な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書 （ 第 ５

号 様 式 ） を 用 い る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 変 更 の 申 請 を 受 け 、 承 認 し た 場 合 は 、 補 助 金

交 付 申 請 変 更 承 認 通 知 書1 第 ６ 号 様 式1 に よ り 申 請 者 に 対 し て 通 知 す る

も の と し 、 承 認 し な か っ た 場 合 は 、 補 助 金 交 付 申 請 変 更 不 承 認 通 知 書

1  第 ７ 号 様 式1 に よ り 申 請 者 に 対 し て 通 知 す る も の と す る 。  

（ 軽 微 な 変 更 の 範 囲 ）  

第 １ ０ 条  規 則 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 市 長 が 認 め る 軽 微 な 変 更 は 、

次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 た す も の と す る 。  

⑴  補 助 金 の 交 付 の 目 的 の 達 成 及 び 既 に 交 付 の 決 定 を 受 け た 事 業 計 画 に

基 づ く 補 助 対 象 事 業 の 遂 行 に 支 障 の な い 範 囲 の 変 更 で あ る こ と 。  

⑵  補 助 金 の 増 額 を 伴 わ な い も の で あ る こ と 。  

（ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 １ １ 条  規 則 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 別 に 定 め る 期 日 は 、 規 則 第 ６ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 領 し た 日 か ら お 試 し 暮 ら し と し て 本 市 に 滞 在

す る 初 日 と す る 。  

（ 決 定 の 取 消 ）  

第 １ ２ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 規 則 第 ８ 条 第 ３ 項 及 び 規 則 第 １ ６

条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 規 則 第 ６ 条 の 通 知 は 、 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 補

助 金 等 交 付 決 定 通 知 書 に 代 え て 、 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 第 ８ 号 様



式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  規 則 第 １ ７ 条 に 規 定 す る 補 助 金 の 返 還 を 命 ず る と き の 通 知 は 、

補 助 金 返 還 請 求 書 （ 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ） 

第 １ ４ 条  規 則 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 別 に 定 め る 期 日 は 、 補 助 対 象 事 業 が 完

了 し た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 対 象 事 業 を 実 施 す る

日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  

２  規 則 第 １ ２ 条 第 １ 号 の 収 支 計 算 書 は 、 な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業

費 補 助 金 収 支 計 算 書 （ 第 １ ０ 号 様 式 ） と す る 。  

３  規 則 第 １ ２ 条 第 ２ 号 の 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 は 、 次 の と お り と す る 。 

⑴  な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 活 動 報 告 書 （ 第 １ １ 号 様 式 

 ） 

⑵  補 助 対 象 経 費 の 支 払 を 証 す る 領 収 書 等 の 写 し  

（ 委 任 ） 

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め  

る 。 

附  則 

（ 施 行 期 日 ） （ 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ １ 日 告 示 ５ ４ ６ 号 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ こ の 要 綱 の 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

同 日 ま で に 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 に 係 る こ の 要 綱 の 規 定 に つ い

て は 、 同 日 以 降 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 １ １ 月 ５ 日 告 示 ６ ９ ５ 号 ） 



（ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 要 綱 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 告 示 １ ９ ７ 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ） 

２  改 正 前 の な が さ き お 試 し 暮 ら し 応 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 定 め る 様

式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

  



別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 経 費  補 助 対 象 経 費 の 基 準 額  

交 通 費  

居 住 地 か ら 長 崎 市 ま

で の １ 回 の 往 復 費 用

（ 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 を 除 く 。）  

公 共 交 通 機 関 を 利 用 し た と き の

実 費 相 当 額 と し て 市 長 が 認 め る

額 。な お 、居 住 地 以 外 の 場 所 と の

移 動 の 場 合 は 、長 崎 市 と 居 住 地 の

移 動 の 金 額 を 比 較 し 、 決 定 す る 。 

滞 在 費  

滞 在 期 間 に 係 る 宿

泊・滞 在 費（ 消 費 税 及

び 地 方 消 費 税 を 除

く 。）  

実 費 相 当 額（ 朝 食 及 び 夕 食 分 相 当

の 費 用 を 除 く 。朝 食 及 び 夕 食 分 相

当 の 費 用 が 明 確 で な い 場 合 は 、朝

食 ８ ０ ０ 円 、夕 食 ,  ４ ０ ０ 円 を 除

く 。）  

施 設 費  

市 内 の コ ワ ー キ ン グ

ス ペ ー ス の 利 用 料

（ 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 を 除 く 。）  

実 費 相 当 額  

備 考  補 助 対 象 経 費 は 、 市 内 に お け る 連 続 す る ６ 泊 以 上 ３ ０ 泊 以 内 の お 試

し 暮 ら し に 要 し た 経 費 と す る 。  

 

 


